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頁 修正前 修正後 備考 
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※目次は省略 

 （略） 

第３章 災害応急対策 
 第１節 （略） 
 
 第２節 通報連絡、情報収集活動 
  （略） 

  第１項 施設敷地緊急事態発生情報の連絡等 
   １ 情報収集事態が発生した場合 

    (1) 国からの連絡 

      原子力規制委員会は、情報収集事態を認知した場合には、情報収集事態の発生及びその 

     後の状況について、関係省庁、県、玄海町及び関係周辺市に対して情報提供を行う。また、 

     原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同現地情報連絡室は、県、玄海町及び関係周辺市 

     に対し、連絡体制の確立等の必要な体制をとるよう連絡する。 

 

    (2) 県からの連絡 

      県は、原子力規制委員会から連絡があった場合など、情報収集事態の発生を認知した場 

     合には、連絡体制の確立等の必要な体制をとるものとする。また、情報収集事態の発生を 

     認知したことについて、市及び関係する指定地方公共機関に連絡するものとする。 

 

   ２ 警戒事態が発生した場合 

    (1) 国からの連絡 

      原子力規制委員会は、警戒事態に該当する自然災害を認知したとき又は原子力事業者等 

     により報告された事象が警戒事態に該当すると判断した場合には、警戒事態の発生及びそ 

     の後の状況について、関係省庁県、玄海町及び関係周辺市に対して情報提供を行う。また、 

     原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部は、県、玄海町及び関係周辺市に対し 

     て、連絡体制の確立等の必要な体制をとるよう連絡するとともに、ＰＡＺを含む玄海町及 

     び唐津市に対しては、施設敷地緊急事態要避難者の避難準備（避難先、輸送手段の確保等） 

     を行うよう要請し、ＵＰＺ外の区域を管轄する地方公共団体に対しては、施設敷地緊急事 

     態要避難者の避難準備（避難先、輸送手段の確保等）に協力するよう、県を通じて要請す 

     る。その際併せて、気象情報を提供するものとする。 

 

 

    （略） 

 

※目次は省略 

 （略） 

第３章 災害応急対策 
 第１節 （略） 
 

 第２節 通報連絡、情報収集活動 
  （略） 

  第１項 施設敷地緊急事態発生情報の連絡等 
   １ 情報収集事態が発生した場合 

    (1) 国からの連絡 

      原子力規制委員会・内閣府合同情報連絡室は、情報収集事態を認知した場合には、情報収

集事態の発生及びその後の状況について、関係省庁、県、玄海町及び関係周辺市に対して情

報提供を行う。また、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同現地情報連絡室は、県、玄

海町及び関係周辺市に対し、連絡体制の確立等の必要な体制をとるよう連絡する。 

    (2) 県からの連絡 

      県は、原子力規制委員会・内閣府合同情報連絡室から連絡があった場合など、情報収集事

態の発生を認知した場合には、連絡体制の確立等の必要な体制をとるものとする。また、情

報収集事態の発生を認知したことについて、市及び関係する指定地方公共機関に連絡するも

のとする。 

   ２ 警戒事態が発生した場合 

    (1) 国からの連絡 

      原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部は、警戒事態に該当する自然災害を認

知したとき又は原子力事業者等により報告された事象が警戒事態に該当すると判断した場合

には、警戒事態の発生及びその後の状況について、関係省庁県、玄海町及び関係周辺市に対

して情報提供を行う。また、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部は、県、玄

海町及び関係周辺市に対して、連絡体制の確立等の必要な体制をとるよう連絡するととも

に、ＰＡＺを含む玄海町及び唐津市に対しては、施設敷地緊急事態要避難者の避難準備（避

難先、輸送手段の確保等）を行うよう要請し、ＵＰＺ外の区域を管轄する地方公共団体に対

しては、施設敷地緊急事態要避難者の避難準備（避難先、輸送手段の確保等）に協力するよ

う、県を通じて要請する。その際併せて、気象情報を提供するものとする。原子力規制委員

会・内閣府原子力事故合同警戒本部は、ＰＡＺ内の地方公共団体との間において、要請した

施設敷地緊急事態要避難者の避難準備の状況等を随時連絡するなど、連絡を密にするものと

する。 

    （略） 
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頁 修正前 修正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第３節 活動体制の確立 
 （略） 

(7) 災害対策室の事務分掌は次のとおりとする。 

対策部名 担当課等 事務分掌 

総務対策部 総務法制課 
危機管理防災課 
国際課 

1 災害対策室の設置及び運営、庶務に関すること。 
2 災害情報の収集及び状況の把握に関すること。 
3 国、県、唐津市、原子力事業者及び各防災関係機関

との連絡調整に関すること。 
4 緊急時モニタリングの実施に関すること。 
5 災害対策室の総合調整に関すること。 

秘書課 
広報課 

1 報道機関との連絡及び相互協力に関すること。 

政策推進対策部 企画政策課 
行政マネジメント課 
デジタル推進課 
DX 推進課 
バイオマス産業推進課 
男女共同参画課 
駐屯地対策室 

1 市民からの問い合わせに関すること。 

経済対策部 経済政策課 1 経済対策部内の連絡調整に関すること。 

農林水産対策部 農業振興課 1 農林水産対策部内の連絡調整に関すること。 

建設・都市戦略対策部 建設監理課 1 建設・都市戦略対策部内の連絡調整に関すること。 

環境対策部 環境政策課 1 環境対策部内の連絡調整に関すること。 

市民生活対策部 市民生活課 1 市民生活対策部内の連絡調整に関すること。 

保健福祉対策部 福祉総務課 1 保健福祉対策部内の連絡調整に関すること。 

子育て支援対策部 子育て総務課 1 子育て支援対策部内の連絡調整に関すること。 

地域振興対策部 地域政策課 1 地域振興対策部内の連絡調整に関すること。 

教育対策部 教育総務課 1 教育対策部内の連絡調整に関すること。 

交通事業対策部 総務課 1 交通事業対策部内の連絡調整に関すること。 

上下水道事業対策部 総務課 1 上下水道事業対策部内の連絡調整に関すること。 

富士大和温泉病院対策部 事務部門 1 医療関係機関との連絡調整に関すること。 

諸富支所対策部 総務・地域振興
グループ 

1 緊急時モニタリング（可搬型モニタリングポストの
配置・起動）の実施に関すること。 

2 総務対策部との連絡調整に関すること。 
3 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

大和支所対策部 総務・地域振興
グループ 

1 緊急時モニタリング（可搬型モニタリングポストの
配置・起動）の実施に関すること。 

2 総務対策部との連絡調整に関すること。 
3 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

富士支所対策部 総務・地域振興
グループ 

1 緊急時モニタリング（可搬型モニタリングポストの
配置・起動）の実施に関すること。 

2 総務対策部との連絡調整に関すること。 
3 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

三瀬支所対策部 総務・地域振興 1 総務対策部との連絡調整に関すること。 

第３節 活動体制の確立 
（略） 

(7) 災害対策室の事務分掌は次のとおりとする。 

対策部名 担当課等 事務分掌 

総務対策部 総務法制課 
危機管理防災課 
国際課 

1 災害対策室の設置及び運営、庶務に関すること。 
2 災害情報の収集及び状況の把握に関すること。 
3 国、県、唐津市、原子力事業者及び各防災関係機関

との連絡調整に関すること。 
4 緊急時モニタリングの実施に関すること。 
5 災害対策室の総合調整に関すること。 

秘書課 
広報課 

1 報道機関との連絡及び相互協力に関すること。 

政策推進対策部 企画政策課 
行政マネジメント課 
デジタル推進課 
DX 推進課 
 
男女共同参画課 
駐屯地対策室 

1 市民からの問い合わせに関すること。 

経済対策部 経済政策課 1 経済対策部内の連絡調整に関すること。 

農林水産対策部 農業振興課 1 農林水産対策部内の連絡調整に関すること。 

建設・都市戦略対策部 建設監理課 1 建設・都市戦略対策部内の連絡調整に関すること。 

環境対策部 環境政策課 1 環境対策部内の連絡調整に関すること。 

市民生活対策部 市民生活課 1 市民生活対策部内の連絡調整に関すること。 

保健福祉対策部 福祉総務課 1 保健福祉対策部内の連絡調整に関すること。 

こども未来対策部 こども政策課 1 こども未来対策部内の連絡調整に関すること。 

地域振興対策部 地域政策課 1 地域振興対策部内の連絡調整に関すること。 

教育対策部 教育総務課 1 教育対策部内の連絡調整に関すること。 

交通事業対策部 総務課 1 交通事業対策部内の連絡調整に関すること。 

上下水道事業対策部 総務課 1 上下水道事業対策部内の連絡調整に関すること。 

富士大和温泉病院対策部 事務部門 1 医療関係機関との連絡調整に関すること。 

諸富支所対策部 総務・地域振興
グループ 

1 緊急時モニタリング（可搬型モニタリングポストの
配置・起動）の実施に関すること。 

2 総務対策部との連絡調整に関すること。 
3 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

大和支所対策部 総務・地域振興
グループ 

1 緊急時モニタリング（可搬型モニタリングポストの
配置・起動）の実施に関すること。 

2 総務対策部との連絡調整に関すること。 
3 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

富士支所対策部 総務・地域振興
グループ 

1 緊急時モニタリング（可搬型モニタリングポストの
配置・起動）の実施に関すること。 

2 総務対策部との連絡調整に関すること。 
3 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

三瀬支所対策部 総務・地域振興 1 総務対策部との連絡調整に関すること。 
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頁 修正前 修正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループ 2 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

川副支所対策部 総務・地域振興
グループ 

1 総務対策部との連絡調整に関すること。 
2 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

東与賀支所対策部 総務・地域振興
グループ 

1 総務対策部との連絡調整に関すること。 
2 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

久保田支所対策部 総務・地域振興
グループ 

1 総務対策部との連絡調整に関すること。 
2 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

   ２ 災害対策本部 

    (1) 設置基準 

     ア 県から施設敷地緊急事態発生の連絡を受けたとき。 

     イ 内閣総理大臣が緊急事態宣言を発出したとき。 

     ウ 県が災害対策本部を設置したとき。 

     エ その他の状況により、市長が必要と認めたとき。 

    (2) 事務分掌 

     ア 市域に係る緊急事態応急対策の実施 

     イ 唐津市からの避難住民の受け入れに係る避難所の開設及び運営等の必要な支援 

    (3) 設置場所 

      市庁舎に置く。 

    (4) 指揮命令系統 

      市長が不在又は事故にあった場合には、副市長、教育長、総務部長の順に指揮をとり、 

     指揮命令系統を確立する。 

    (5) 配備体制 

区  分 体 制 及 び 内 容 

本 部 長 

（本部総括責任者） 
市長 

副 本 部 長 副市長、教育長 

本 部 員  
各対策部長があらかじめ定める者。配備要員数は、各対策部の長が

定める。 

総 括 担 当 総務部長 

参 集 場 所 危機管理室 

 

    (6) 廃止の基準 

      災害対策本部の廃止は、おおむね以下の基準による。 

     ア 原子力緊急事態解除宣言がなされたとき。 

     イ 県が災害対策本部を廃止したとき。 

グループ 2 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

川副支所対策部 総務・地域振興
グループ 

1 総務対策部との連絡調整に関すること。 
2 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

東与賀支所対策部 総務・地域振興
グループ 

1 総務対策部との連絡調整に関すること。 
2 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

久保田支所対策部 総務・地域振興
グループ 

1 総務対策部との連絡調整に関すること。 
2 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

   ２ 災害対策本部 

    (1) 設置基準 

     ア 県から施設敷地緊急事態発生の連絡を受けたとき。 

     イ 内閣総理大臣が緊急事態宣言を発出したとき。 

     ウ 県が災害対策本部を設置したとき。 

     エ その他の状況により、市長が必要と認めたとき。 

    (2) 事務分掌 

     ア 市域に係る緊急事態応急対策の実施 

     イ 唐津市からの避難住民の受け入れに係る避難所の開設及び運営等の必要な支援 

    (3) 設置場所 

      市庁舎に置く。 

    (4) 指揮命令系統 

      市長が不在又は事故にあった場合には、副市長、教育長、総務部長の順に指揮をとり、 

     指揮命令系統を確立する。 

    (5) 配備体制 

区  分 体 制 及 び 内 容 

本 部 長 

（本部総括責任者） 
市長 

副 本 部 長 副市長、教育長 

本 部 員  
各対策部長があらかじめ定める者。配備要員数は、各対策部の長が

定める。 

総 括 担 当 総務部長 

参 集 場 所 危機管理室 

 

    (6) 廃止の基準 

      災害対策本部の廃止は、おおむね以下の基準による。 

     ア 原子力緊急事態解除宣言がなされたとき。 

     イ 県が災害対策本部を廃止したとき。 
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28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ウ 本部長が対策の必要がなくなったと認めたとき。 

 

      災害対策本部の組織構成及び対策部組織表は、「第２編 風水害対策及び第３編 地震・ 

     津波災害対策」に準じる。 

 災害対策本部の事務分掌は次のとおりとする。 

対策 
部名 

班 名 担当課等 事務分掌 

総
務
対
策
部 

総 括 班 

総 務 法 制 課 
危 機 管 理 防 災 課 
国 際 課 

 

［共通］ 

１ 災害対策の総括に関すること。 

２ 災害応急対策の総合調整及び推進に関すること。 

３ 防災総合システムの管理及び運用に関すること。 

［災害応急対策期］ 

４ 災害対策本部の設置及び運営、庶務に関すること。 

５ 県災害対策本部等関係機関との連絡に関すること。 

６ 緊急時モニタリングの実施に関すること。 

７ 唐津市からの避難住民の受け入れれに係る調整に関する

こと。 

［災害復旧対策期］ 

８ 総合的な被害調書及び要望書の作成及び関係機関への送

付に関すること。 

９ 災害見舞及び視察者の応接に関すること。 

10 災害調査団等の現地調査等に関すること。 

11 外国人罹災者に関すること。 

動 員 班 人 事 課 

［共通］ 

１ 災害対策要員の健康管理に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 各対策部の配置要員（予備班員を含む。）の動員及び掌握

に関すること。 

秘 書 広 報 班 
秘 書 課 
広 報 課 

［共通］ 

１ 本部長の秘書に関すること。 

２ 本部が行う新聞発表、放送等の広報活動に関すること。 

３ 報道機関との連絡及び相互協力に関すること。 

４ 誤情報拡散防止への対策に関すること。 

経 理 班 
財 政 課 
契 約 監 理 課 
財 産 活 用 課 

［共通］ 

１ 庁舎の被害調査及び災害対策に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 災害関係物品の調達及び出納に関すること。 

［災害復旧対策期］ 

３ 災害対策に係わる予算措置に関すること。 

     ウ 本部長が対策の必要がなくなったと認めたとき。 

 

      災害対策本部の組織構成及び対策部組織表は、「第２編 風水害対策及び第３編 地震・ 

     津波災害対策」に準じる。 

 災害対策本部の事務分掌は次のとおりとする。 

対策 
部名 

班 名 担当課等 事務分掌 

総
務
対
策
部 

総 括 班 

総 務 法 制 課 
危 機 管 理 防 災 課 
国 際 課 

 

［共通］ 

１ 災害対策の総括に関すること。 

２ 災害応急対策の総合調整及び推進に関すること。 

３ 防災総合システムの管理及び運用に関すること。 

［災害応急対策期］ 

４ 災害対策本部の設置及び運営、庶務に関すること。 

５ 県災害対策本部等関係機関との連絡に関すること。 

６ 緊急時モニタリングの実施に関すること。 

７ 唐津市からの避難住民の受け入れれに係る調整に関する

こと。 

［災害復旧対策期］ 

８ 総合的な被害調書及び要望書の作成及び関係機関への送

付に関すること。 

９ 災害見舞及び視察者の応接に関すること。 

10 災害調査団等の現地調査等に関すること。 

11 外国人罹災者に関すること。 

動 員 班 人 事 課 

［共通］ 

１ 災害対策要員の健康管理に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 各対策部の配置要員（予備班員を含む。）の動員及び掌握

に関すること。 

秘 書 広 報 班 
秘 書 課 
広 報 課 

［共通］ 

１ 本部長及び副本部長（副市長）の秘書に関すること。 

２ 本部が行う広報活動に関すること。 

３ 報道機関との連絡及び相互協力に関すること。 

４ 誤情報拡散防止への対策に関すること。 

経 理 班 
財 政 課 
契 約 監 理 課 
財 産 活 用 課 

［共通］ 

１ 庁舎の被害調査及び災害対策に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 災害関係物品の調達及び出納に関すること。 

［災害復旧対策期］ 

３ 災害対策に係わる予算措置に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所掌事務の追

加・修正 
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29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政
策
推
進
対
策
部 

連絡調整班 

企 画 政 策 課 
行政マネジメント課 
デ ジ タ ル 推 進 課 
D X 推 進 課 
バイオマス産業推進課 
男 女 共 同 参 画 課 
駐 屯 地 対 策 室 

［災害応急対策期］ 

１ コールセンターの設置及び運営に関すること。 

２ 各種情報及び被害情報の収集に関すること。 

［災害復旧対策期］ 
３ 写真等の災害記録の取りまとめに関すること。 

経
済
対
策
部 

庶 務 班 

経 済 政 策 課 

企 業 立 地 課 

観 光 振 興 課 

中 心 市 街 地 振 興 室 

［共通］ 

１ 経済対策部内の被害報告の取りまとめ及び災害対策の連

絡調整に関すること。 

２ 工場及び事業場の被害調査及び災害対策に関すること。 

３ 観光施設の被害調査及び災害対策に関すること。 

［災害応急対策期］ 

４ 各支所対策部の支援に関すること。 

［災害復旧対策期］ 

５ 罹災商工業者に対する金融措置に関すること。 

６ 商工業製品に係る風評被害の対策に関すること。 

７ 観光業に係る風評被害の対策に関すること。 

農
林
水
産
対
策
部 

庶務農業振興班 農 業 振 興 課 

［共通］ 

１ 農林水産対策部内の被害報告の取りまとめ及び応急対策

の連絡調整に関すること。 

２ 農産物及び農営施設の被害調査及び災害対策に関するこ

と。 

［災害応急対策期］ 

３ 農畜産物の採取及び出荷制限等に関すること。 

［災害復旧対策期］ 

４ 罹災農林業者に対する応急融資に関すること。 

５ 農畜産物に係る風評被害の対策に関すること。 

水 産 班 水 産 振 興 課 

［共通］ 

１ 漁港施設の被害調査及び災害対策に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 水産物の採取及び出荷制限等に関すること。 

［災害復旧対策期］ 

３ 罹災水産業者に対する応急融資に関すること。 

４ 水産物に係る風評被害の対策に関すること。 

農 村 環 境 班 農 村 環 境 課 

［共通］ 

１ 農地、用排水路その他農業施設等の被害調査及び災害対策

に関すること。 

政
策
推
進
対
策
部 

連絡調整班 

企 画 政 策 課 
行政マネジメント課 
デ ジ タ ル 推 進 課 
D X 推 進 課 

 
男 女 共 同 参 画 課 
駐 屯 地 対 策 室 

［災害応急対策期］ 

１ コールセンターの設置及び運営に関すること。 

２ 各種情報及び被害情報の収集に関すること。 

［災害復旧対策期］ 
３ 写真等の災害記録の取りまとめに関すること。 

経
済
対
策
部 

庶 務 班 

経 済 政 策 課 

企 業 立 地 課 

観 光 振 興 課 

中 心 市 街 地 振 興 室 

［共通］ 

１ 経済対策部内の被害報告の取りまとめ及び災害対策の連

絡調整に関すること。 

２ 工場及び事業場の被害調査及び災害対策に関すること。 

３ 観光施設の被害調査及び災害対策に関すること。 

［災害応急対策期］ 

４ 各支所対策部の支援に関すること。 

［災害復旧対策期］ 

５ 罹災商工業者に対する金融措置に関すること。 

６ 商工業製品に係る風評被害の対策に関すること。 

７ 観光業に係る風評被害の対策に関すること。 

農
林
水
産
対
策
部 

庶務農業振興班 農 業 振 興 課 

［共通］ 

１ 農林水産対策部内の被害報告の取りまとめ及び応急対策

の連絡調整に関すること。 

２ 農産物及び農業施設の被害調査及び災害対策に関するこ

と。 

［災害応急対策期］ 

３ 農畜産物の採取及び出荷制限等に関すること。 

［災害復旧対策期］ 

４ 罹災農業者に対する応急融資に関すること。 

５ 農畜産物に係る風評被害の対策に関すること。 

水 産 班 水 産 振 興 課 

［共通］ 

１ 漁港施設の被害調査及び災害対策に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 水産物の採取及び出荷制限等に関すること。 

［災害復旧対策期］ 

３ 罹災水産業者に対する応急融資に関すること。 

４ 水産物に係る風評被害の対策に関すること。 

農 村 環 境 班 農 村 環 境 課 

［共通］ 

１ 農地、用排水路その他農業施設等の被害調査及び災害対策

に関すること。 

 

 

組織機構の改

編による修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所掌事務の修

正 
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30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森 林 整 備 班 森 林 整 備 課 

［共通］ 

１ 林業関係の被害調査及び災害対策に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 林産物の採取及び出荷制限等に関すること。 

［災害復旧対策期］ 

３ 林産物に係る風評被害の対策に関すること。 

 

建
設
・
都
市
戦
略
対
策
部 

庶 務 班 

建 設 監 理 課 

都 市 政 策 課 

用 地 対 策 課 

緑 化 推 進 課 

交 通 政 策 課 

佐 賀 駅 周 辺 振 興 室 

［共通］ 

１ 建設・都市戦略対策部内の被害報告の取りまとめ及び災害

対策の連絡調整に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 避難住民の避難所への誘導に関すること。 

建 築 住 宅 班 
建 築 指 導 課 

建 築 住 宅 課 

［共通］ 

１ 市営住宅の被害調査及び災害対策に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 避難住民の避難所への誘導に関すること。 

道 路 班 
道 路 整 備 課 

（ 建 設 監 理 課 ） 

［共通］ 

１ 道路及び橋梁等の被害調査及び災害対策に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 避難住民の避難所への誘導に関すること。 

河 川 砂 防 班 
河 川 砂 防 課 

（ 建 設 監 理 課 ） 

［共通］ 

１ 用排水路、河川等の被害調査及び災害対策に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 避難住民の避難所への誘導に関すること。 

建 設 事 務 所 班 
北 部 建 設 事 務 所 

南 部 建 設 事 務 所 

［共通］ 

１ 本庁各対策部及び所管する区域の支所対策部との連絡調

整に関すること。 

２ 農地、用排水路その他農業施設等の被害調査及び災害対策

に関すること。 

３ 道路及び橋梁等の被害調査及び災害対策に関すること。 

４ 用排水路、河川等の被害調査及び応急対策に関すること。 

［災害応急対策期］ 

５ 避難住民の避難所への誘導に関すること。 

森 林 整 備 班 森 林 整 備 課 

［共通］ 

１ 林業関係の被害調査及び災害対策に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 林産物の採取及び出荷制限等に関すること。 

［災害復旧対策期］ 

３ 罹災林業者に対する応急融資に関すること。 

４ 林産物に係る風評被害の対策に関すること。 

建
設
・
都
市
戦
略
対
策
部 

庶 務 班 

建 設 監 理 課 

都 市 政 策 課 

用 地 対 策 課 

緑 化 推 進 課 

交 通 政 策 課 

  

［共通］ 

１ 建設・都市戦略対策部内の被害報告の取りまとめ及び災害

対策の連絡調整に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 避難住民の避難所への誘導に関すること。 

建 築 住 宅 班 
建 築 指 導 課 

建 築 住 宅 課 

［共通］ 

１ 市営住宅の被害調査及び災害対策に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 避難住民の避難所への誘導に関すること。 

道 路 班 
道 路 整 備 課 

（ 建 設 監 理 課 ） 

［共通］ 

１ 道路及び橋梁等の被害調査及び災害対策に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 避難住民の避難所への誘導に関すること。 

河 川 砂 防 班 
河 川 砂 防 課 

（ 建 設 監 理 課 ） 

［共通］ 

１ 用排水路、河川等の被害調査及び災害対策に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 避難住民の避難所への誘導に関すること。 

建 設 事 務 所 班 
北 部 建 設 事 務 所 

南 部 建 設 事 務 所 

［共通］ 

１ 本庁各対策部及び所管する区域の支所対策部との連絡調

整に関すること。 

２ 農地、用排水路その他農業施設等の被害調査及び災害対策

に関すること。 

３ 道路及び橋梁等の被害調査及び災害対策に関すること。 

４ 用排水路、河川等の被害調査及び応急対策に関すること。 

［災害応急対策期］ 

５ 避難住民の避難所への誘導に関すること。 

 

 

 

所掌事務の追

加・修正 

 

 

 

 

組織機構の改

編による修正 
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31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環
境
対
策
部 

庶 務 衛 生 班 
環 境 政 策 課 

施 設 機 能 向 上 推 進 室 

［共通］ 

１ 環境対策部内の被害報告の取りまとめ及び災害対策の連

絡調整に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 飲料水の摂取制限に関すること。 

３ 汚染飲料水の飲用禁止の住民への周知に関すること。 

４ 食品衛生に関すること。 

［災害復旧対策期］ 

５ 放射性物質による汚染の除去に関すること。 

清 掃 班 
循 環 型 社 会 推 進 課 

環 境 保 全 課 

［共通］ 

１ 清掃車の運用に関すること。 

［災害復旧対策期］ 

２ 放射性物質の付着した廃棄物の処理に関すること。 

衛 生 班 衛 生 セ ン タ ー 
［共通］ 

１ し尿処理に関すること。 

市
民
生
活
対
策
部 

庶 務 班 

・ 

税 務 班 

市 民 生 活 課 

人 権 ・ 同 和 政 策 課 

生 活 安 全 課 

市 民 税 課 

資 産 税 課 

納 税 課 

［共通］ 

１ 市民生活対策部内の被害報告の取りまとめ及び災害対策

の連絡調整に関すること。 

２ 安否情報の収集及び市民等からの安否確認に関すること。 

［災害応急対策期］ 

３ 避難所の開設及び管理運営の協力に関すること。 

４ 広報車等による市民への広報に関すること。 

［災害復旧対策期］ 

５ 相談窓口の開設に関すること。 

保
健
福
祉
対
策
部 

庶 務 班 福 祉 総 務 課 

［共通］ 

１ 保健福祉対策部内の被害報告の取りまとめ及び災害対策

の連絡調整に関すること。 

２ 福祉施設等の被害調査及び災害対策に関すること。 

３ 要配慮者及び避難行動要支援者の支援に関すること。 

［災害復旧対策期］ 

４ 罹災証明書の発行に関すること。 

福 祉 避 難 所 班 
障 が い 福 祉 課 

高 齢 福 祉 課 

［災害復旧対策期］ 

１ 避難所における高齢者、障がい者等の要配慮者対策への協

力に関すること。 

援 護 班 
生 活 福 祉 課 

保 険 年 金 課 

［共通］ 

１ 保健福祉対策部内の各班の支援に関すること。 

医 療 救 護 班 健 康 づ く り 課 

［災害応急対策期］ 

１ 住民の健康管理に関すること。 

［災害復旧対策期］ 

２ 住民の健康相談活動に関すること。 

避 難 班 
保 険 年 金 課 

生 活 福 祉 課 

［災害応急対策期］ 

１ 避難所の開設及び管理運営の協力に関すること。 

環
境
対
策
部 

庶 務 衛 生 班 
環 境 政 策 課 

G X 推 進 課 

［共通］ 

１ 環境対策部内の被害報告の取りまとめ及び災害対策の連

絡調整に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 飲料水の摂取制限に関すること。 

３ 汚染飲料水の飲用禁止の住民への周知に関すること。 

４ 食品衛生に関すること。 

［災害復旧対策期］ 

５ 放射性物質による汚染の除去に関すること。 

清 掃 班 
循 環 型 社 会 推 進 課 

環 境 保 全 課 

［共通］ 

１ 清掃車の運用に関すること。 

［災害復旧対策期］ 

２ 放射性物質の付着した廃棄物の処理に関すること。 

衛 生 班 衛 生 セ ン タ ー 
［共通］ 

１ し尿処理に関すること。 

市
民
生
活
対
策
部 

庶 務 班 

・ 

税 務 班 

市 民 生 活 課 

人 権 ・ 同 和 政 策 課 

生 活 安 全 課 

市 民 税 課 

資 産 税 課 

納 税 課 

［共通］ 

１ 市民生活対策部内の被害報告の取りまとめ及び災害対策

の連絡調整に関すること。 

２ 安否情報の収集及び市民等からの安否確認に関すること。 

［災害応急対策期］ 

３ 避難所の開設及び管理運営の協力に関すること。 

４ 広報車等による市民への広報に関すること。 

［災害復旧対策期］ 

５ 相談窓口の開設に関すること。 

保
健
福
祉
対
策
部 

庶 務 班 福 祉 総 務 課 

［共通］ 

１ 保健福祉対策部内の被害報告の取りまとめ及び災害対策

の連絡調整に関すること。 

２ 福祉施設等の被害調査及び災害対策に関すること。 

３ 要配慮者及び避難行動要支援者の支援に関すること。 

［災害復旧対策期］ 

４ 罹災証明書の発行に関すること。 

福 祉 避 難 所 班 
障 が い 福 祉 課 

高 齢 福 祉 課 

［災害復旧対策期］ 

１ 避難所における高齢者、障がい者等の要配慮者対策への協

力に関すること。 

援 護 班 
生 活 福 祉 課 

保 険 年 金 課 

［共通］ 

１ 保健福祉対策部内の各班の支援に関すること。 

医 療 救 護 班 健 康 づ く り 課 

［災害応急対策期］ 

１ 住民の健康管理に関すること。 

［災害復旧対策期］ 

２ 住民の健康相談活動に関すること。 

避 難 班 
保 険 年 金 課 

生 活 福 祉 課 

［災害応急対策期］ 

１ 避難所の開設及び管理運営の協力に関すること。 

 

 

組織機構の改

編による修正 
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診 療 班 三 瀬 診 療 所 

［共通］ 

１ 診療班の編成に関すること。 

２ 医療救護活動に関すること。 

３ 救急医療品及び衛生材料供給に関すること。 

４ 市民の健康管理に関すること。 

５ 市民の健康相談活動に関すること。 

子
育
て
支
援
対
策
部 

庶 務 班 
子 育 て 総 務 課 

こ ど も 家 庭 課 

［共通］ 

１ 子育て支援対策部内の被害報告の取りまとめ及び応急対

策の連絡調整に関すること。 

２ 児童館及び児童センターの被害調査及び応急対策に関す

ること。 

こ ど も 班 保 育 幼 稚 園 課 

［共通］ 

１ 保育所及び幼稚園等の被害調査及び応急対策に関するこ

と。 

地
域
振
興
対
策
部 

庶 務 協 働 班 

地 域 振 興 課 

協 働 推 進 課 

公 民 館 支 援 課 

歴 史 ・ 文 化 課 

［共通］ 

１ 地域振興対策部内の被害報告の取りまとめ及び災害対策

の連絡調整に関すること。 

２ 公民館等の被害調査及び災害対策に関すること。 

 

［災害応急対策期］ 

３ 避難所の開設及び管理運営の協力に関すること。（公民館

等） 

文 化 班 文 化 財 課 

［共通］ 

１ 文化財及び文化施設の被害調査及び応急対策に関するこ

と。 

スポーツ振興班 ス ポ ー ツ 振 興 課 
［共通］ 

１ 体育施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

教
育
対
策
部 

庶 務 班 教 育 総 務 課 

［共通］ 

１ 教育対策部内の被害報告の取りまとめ及び災害対策の連

絡調整に関すること。 

２ 学校等の被害調査及び災害対策に関すること。 

［災害応急対策期］ 

３ 学校等に避難所を開設することについての協力に関する

こと。 

学 校 教 育 班 
学 校 教 育 課 

学 事 課 

［共通］ 

１ 児童生徒の安全確保対策に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 応急教育の実施に関すること。 

３ 児童生徒の学校給食に関すること。 

４ 児童生徒の保健管理に関すること。 

図 書 館 班 図 書 館 
［共通］ 

１ 図書館等の被害調査及び災害対策に関すること。 

診 療 班 三 瀬 診 療 所 

［共通］ 

１ 診療班の編成に関すること。 

２ 医療救護活動に関すること。 

３ 救急医療品及び衛生材料供給に関すること。 

４ 市民の健康管理に関すること。 

５ 市民の健康相談活動に関すること。 

こ
ど
も
未
来
対
策
部 

庶 務 班 

こ ど も 政 策 課 

こ ど も 家 庭 課 

こ ど も 健 康 課 

［共通］ 

１ こども未来対策部内の被害報告の取りまとめ及び応急対

策の連絡調整に関すること。 

２ 児童クラブ及び児童館・児童センターの被害調査及び応急

対策に関すること。 

こ ど も 班 保 育 幼 稚 園 課 

［共通］ 

１ 保育所及び幼稚園等の被害調査及び応急対策に関するこ

と。 

地
域
振
興
対
策
部 

庶 務 協 働 班 

地 域 振 興 課 

協 働 推 進 課 

公 民 館 支 援 課 

歴 史 ・ 文 化 課 

［共通］ 

１ 地域振興対策部内の被害報告の取りまとめ及び災害対策

の連絡調整に関すること。 

２ 公民館及び文化施設等の被害調査及び災害対策に関する

こと。 

［災害応急対策期］ 

３ 避難所の開設及び管理運営の協力に関すること。（公民館

等） 

文 化 班 文 化 財 課 

［共通］ 

１ 文化財の被害調査及び応急対策に関すること。 

 

スポーツ振興班 ス ポ ー ツ 振 興 課 
［共通］ 

１ 体育施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

教
育
対
策
部 

庶 務 班 教 育 総 務 課 

［共通］ 

１ 教育対策部内の被害報告の取りまとめ及び災害対策の連

絡調整に関すること。 

２ 学校等の被害調査及び災害対策に関すること。 

［災害応急対策期］ 

３ 学校等に避難所を開設することについての協力に関する

こと。 

学 校 教 育 班 
学 校 教 育 課 

学 事 課 

［共通］ 

１ 児童生徒の安全確保対策に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 応急教育の実施に関すること。 

３ 児童生徒の学校給食に関すること。 

４ 児童生徒の保健管理に関すること。 

図 書 館 班 図 書 館 
［共通］ 

１ 図書館等の被害調査及び災害対策に関すること。 

 

 

 

 

 

組織機構の改

編による修正 

所掌事務の修

正 

 

 

 

 

所掌事務の修

正 

 

 

 

所掌事務の修
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33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社 会 教 育 班 社 会 教 育 課 

［共通］ 

１ 社会教育施設等の被害状況の調査及び応急対策に関する

こと。 

交
通
事
業
対
策
部 

交 通 班 交 通 局 

［共通］ 

１ 交通インフラに関する被害状況のとりまとめ及び災害対

策の連絡調整に関すること。 

２ 交通事業対策部の出動人員、作業状況等の記録に関するこ

と。 

３ 運行状況の関係者への情報提供に関すること。 

［災害復旧対策期］ 

４ 各種報告書の作成に関すること。 

上
下
水
道
事
業
対
策
部 

庶 務 班 

総 務 課 

財 務 課 

業 務 課 

[共通] 

１ 上下水道事業対策部内の被害報告の取りまとめ及び災害

対策の連絡調整に関すること。 

２ 上下水道事業対策部の出動人員、作業状況等の記録に関す

ること。 

３ 他事業体との連絡調整に関すること。 

[災害応急対策期] 

４ 飲料水の摂取制限に関すること。 

５ 汚染飲料水の飲用禁止の住民への周知に関すること。 

[災害復旧対策期] 

６ 各種報告書の作成に関すること。 

水 道 班 
水 道 工 務 課 

浄 水 課 

[共通] 

１ 水道施設に関する被害調査、災害対策及び給水対策に関す

ること。 

２ 水質検査に関すること。 

［災害応急対策期］ 

３ 浄水場及び圧送施設の運転に関すること。 

下 水 道 班 

下 水 道 工 務 課 

下 水 道 施 設 課 

給 排 水 設 備 課 

[共通] 

１ 下水道施設に関する被害調査、災害対策に関すること。 

協
力
部 

第 1 班 出 納 室 

[共通] 

１ 各対策部の支援に関すること。 

[災害復旧対策期] 

２ 罹災証明書の発行に関すること。 

社 会 教 育 班 社 会 教 育 課 

［共通］ 

１ 社会教育施設等の被害状況の調査及び応急対策に関する

こと。 

交
通
事
業
対
策
部 

交 通 班 交 通 局 

［共通］ 

１ 交通インフラに関する被害状況のとりまとめ及び災害対

策の連絡調整に関すること。 

２ 交通事業対策部の出動人員、作業状況等の記録に関するこ

と。 

３ 運行状況の関係者への情報提供に関すること。 

［災害復旧対策期］ 

４ 各種報告書の作成に関すること。 

上
下
水
道
事
業
対
策
部 

庶 務 班 

総 務 課 

財 務 課 

業 務 課 

[共通] 

１ 上下水道事業対策部内の被害報告の取りまとめ及び災害

対策の連絡調整に関すること。 

２ 上下水道事業対策部の出動人員、作業状況等の記録に関す

ること。 

３ 他事業体との連絡調整に関すること。 

[災害応急対策期] 

４ 飲料水の摂取制限に関すること。 

５ 汚染飲料水の飲用禁止の住民への周知に関すること。 

[災害復旧対策期] 

６ 各種報告書の作成に関すること。 

水 道 班 
水 道 工 務 課 

浄 水 課 

[共通] 

１ 水道施設に関する被害調査、災害対策及び給水対策に関す

ること。 

２ 水質検査に関すること。 

［災害応急対策期］ 

３ 浄水場及び圧送施設の運転に関すること。 

下 水 道 班 

下 水 道 工 務 課 

下 水 道 施 設 課 

給 排 水 設 備 課 

[共通] 

１ 下水道施設に関する被害調査、災害対策に関すること。 

協
力
部 

第 1 班 出 納 室 

[共通] 

１ 各対策部の支援に関すること。 

[災害復旧対策期] 

２ 罹災証明書の発行に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



佐賀市地域防災計画（第４編 原子力災害対策）の修正に係る新旧対照表 

 10 / 13 
 

頁 修正前 修正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 班 議 会 事 務 局 

［共通］ 

１ 各対策部の支援に関すること。 

[災害応急対策期] 

２ 議員との連絡に関すること。 

３ 議会の災害組織の事務に関する 

[災害復旧対策期] 

４ 罹災証明書の発行に関すること。 

第 3 班 監 査 事 務 局 

［共通］ 

１ 各対策部の支援に関すること。 

[災害復旧対策期] 

２ 罹災証明書の発行に関すること。 

第 4 班 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 

［共通］ 

１ 各対策部の支援に関すること。 

[災害復旧対策期] 

２ 罹災証明書の発行に関すること。 

第 5 班 農 業 委 員 会 事 務 局 

［共通］ 

１ 各対策部の支援に関すること。 

[災害復旧対策期] 

２ 罹災証明書の発行に関すること。 

第 ６ 班 国 ス ポ ・ 全 障 ス ポ 推 進 部 

［共通］ 

１ 防災・復旧活動の応援に関すること。 

［災害応急対策期］ 

２ 各支所対策部の支援に関すること。 

［災害復旧・復興対策期］ 

３ 罹災証明書の発行に関すること。 

富
士
大
和
温
泉

病
院
対
策
部 

病 院 班 病 院 各 部 門 

［災害応急対策期］ 

１ 住民の健康管理に関すること。 

［災害復旧対策期］ 

２ 住民の健康相談活動に関すること。 

第 2 班 議 会 事 務 局 

［共通］ 

１ 各対策部の支援に関すること。 

[災害応急対策期] 

２ 議員との連絡に関すること。 

３ 議会の災害組織の事務に関する 

[災害復旧対策期] 

４ 罹災証明書の発行に関すること。 

第 3 班 監 査 事 務 局 

［共通］ 

１ 各対策部の支援に関すること。 

[災害復旧対策期] 

２ 罹災証明書の発行に関すること。 

第 4 班 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 

［共通］ 

１ 各対策部の支援に関すること。 

[災害復旧対策期] 

２ 罹災証明書の発行に関すること。 

第 5 班 農 業 委 員 会 事 務 局 

［共通］ 

１ 各対策部の支援に関すること。 

[災害復旧対策期] 

２ 罹災証明書の発行に関すること。 

  

 

 

 

 

 

 

富
士
大
和
温
泉

病
院
対
策
部 

病 院 班 病 院 各 部 門 

［災害応急対策期］ 

１ 住民の健康管理に関すること。 

［災害復旧対策期］ 

２ 住民の健康相談活動に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織機構の改

編による修正 
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諸
富
支
所
対
策
部 

支 所 対 策 班 諸 富 支 所 

［共通］ 

１ 本庁各対策部との連絡調整に関すること。 

２ 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

３ 緊急時モニタリング（可搬型モニタリングポストの配置・

起動）の実施に関すること。 

４ 市民の健康管理における保健福祉対策部救護班との連携に関

すること。 

５ 市民の健康相談活動における保健福祉対策部救護班との連

携に関すること。 

６ 支所管内の関係機関及び団体への要請その他連絡に関す

ること。 

７ 支所管内の被害状況の把握及び災害対策の実施状況その

他災害対策に必要な情報の収集、調査に関すること。 

８ 避難所の開設及び管理運営の協力に関すること。 

大
和
支
所
対
策
部 

支 所 対 策 班 大 和 支 所 

［共通］ 

１ 本庁各対策部との連絡調整に関すること。 

２ 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

３ 緊急時モニタリング（可搬型モニタリングポストの配置・

起動）の実施に関すること。 

４ 市民の健康管理における保健福祉対策部救護班との連携に関

すること。 

５ 市民の健康相談活動における保健福祉対策部救護班との連

携に関すること。 

６ 支所管内の関係機関及び団体への要請その他連絡に関す

ること。 

７ 支所管内の被害状況の把握及び災害対策の実施状況その

他災害対策に必要な情報の収集、調査に関すること。 

８ 避難所の開設及び管理運営の協力に関すること。 

富
士
支
所
対
策
部 

支 所 対 策 班 富 士 支 所 

［共通］ 

１ 本庁各対策部との連絡調整に関すること。 

２ 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

３ 緊急時モニタリング（可搬型モニタリングポストの配置・

起動）の実施に関すること。 

４ 市民の健康管理における保健福祉対策部救護班との連携に関

すること。 

５ 市民の健康相談活動における保健福祉対策部救護班との連

携に関すること。 

６ 支所管内の関係機関及び団体への要請その他連絡に関す

ること。 

７ 支所管内の被害状況の把握及び災害対策の実施状況その

他災害対策に必要な情報の収集、調査に関すること。 

８ 避難所の開設及び管理運営の協力に関すること。 

諸
富
支
所
対
策
部 

支 所 対 策 班 諸 富 支 所 

［共通］ 

１ 本庁各対策部との連絡調整に関すること。 

２ 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

３ 緊急時モニタリング（可搬型モニタリングポストの配置・

起動）の実施に関すること。 

４ 市民の健康管理における保健福祉対策部救護班との連携に関

すること。 

５ 市民の健康相談活動における保健福祉対策部救護班との連

携に関すること。 

６ 支所管内の関係機関及び団体への要請その他連絡に関す

ること。 

７ 支所管内の被害状況の把握及び災害対策の実施状況その

他災害対策に必要な情報の収集、調査に関すること。 

８ 避難所の開設及び管理運営の協力に関すること。 

大
和
支
所
対
策
部 

支 所 対 策 班 大 和 支 所 

［共通］ 

１ 本庁各対策部との連絡調整に関すること。 

２ 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

３ 緊急時モニタリング（可搬型モニタリングポストの配置・

起動）の実施に関すること。 

４ 市民の健康管理における保健福祉対策部救護班との連携に関

すること。 

５ 市民の健康相談活動における保健福祉対策部救護班との連

携に関すること。 

６ 支所管内の関係機関及び団体への要請その他連絡に関す

ること。 

７ 支所管内の被害状況の把握及び災害対策の実施状況その

他災害対策に必要な情報の収集、調査に関すること。 

８ 避難所の開設及び管理運営の協力に関すること。 

富
士
支
所
対
策
部 

支 所 対 策 班 富 士 支 所 

［共通］ 

１ 本庁各対策部との連絡調整に関すること。 

２ 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

３ 緊急時モニタリング（可搬型モニタリングポストの配置・

起動）の実施に関すること。 

４ 市民の健康管理における保健福祉対策部救護班との連携に関

すること。 

５ 市民の健康相談活動における保健福祉対策部救護班との連

携に関すること。 

６ 支所管内の関係機関及び団体への要請その他連絡に関す

ること。 

７ 支所管内の被害状況の把握及び災害対策の実施状況その

他災害対策に必要な情報の収集、調査に関すること。 

８ 避難所の開設及び管理運営の協力に関すること。 
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頁 修正前 修正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三
瀬
支
所
対
策
部 

支 所 対 策 班 三 瀬 支 所 

［共通］ 

１ 本庁各対策部との連絡調整に関すること。 

２ 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

３ 市民の健康管理における保健福祉対策部救護班との連携に関

すること。 

４ 市民の健康相談活動における保健福祉対策部救護班との連

携に関すること。 

５ 支所管内の関係機関及び団体への要請その他連絡に関す

ること。 

６ 支所管内の被害状況の把握及び災害対策の実施状況その

他災害対策に必要な情報の収集、調査に関すること。 

７ 避難所の開設及び管理運営の協力に関すること。 

川
副
支
所
対
策
部 

支 所 対 策 班 川 副 支 所 

［共通］ 

１ 本庁各対策部との連絡調整に関すること。 

２ 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

３ 市民の健康管理における保健福祉対策部救護班との連携に関

すること。 

４ 市民の健康相談活動における保健福祉対策部救護班との連

携に関すること。 

５ 支所管内の関係機関及び団体への要請その他連絡に関す

ること。 

６ 支所管内の被害状況の把握及び災害対策の実施状況その

他災害対策に必要な情報の収集、調査に関すること。 

７ 避難所の開設及び管理運営の協力に関すること。 

東
与
賀
支
所
対
策
部 

支 所 対 策 班 東 与 賀 支 所 

［共通］ 

１ 本庁各対策部との連絡調整に関すること。 

２ 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

３ 市民の健康管理における保健福祉対策部救護班との連携に関

すること。 

４ 市民の健康相談活動における保健福祉対策部救護班との連

携に関すること。 

５ 支所管内の関係機関及び団体への要請その他連絡に関す

ること。 

６ 支所管内の被害状況の把握及び災害対策の実施状況その

他災害対策に必要な情報の収集、調査に関すること。 

７ 避難所の開設及び管理運営の協力に関すること。 

三
瀬
支
所
対
策
部 

支 所 対 策 班 三 瀬 支 所 

［共通］ 

１ 本庁各対策部との連絡調整に関すること。 

２ 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

３ 市民の健康管理における保健福祉対策部救護班との連携に関

すること。 

４ 市民の健康相談活動における保健福祉対策部救護班との連

携に関すること。 

５ 支所管内の関係機関及び団体への要請その他連絡に関す

ること。 

６ 支所管内の被害状況の把握及び災害対策の実施状況その

他災害対策に必要な情報の収集、調査に関すること。 

７ 避難所の開設及び管理運営の協力に関すること。 

川
副
支
所
対
策
部 

支 所 対 策 班 川 副 支 所 

［共通］ 

１ 本庁各対策部との連絡調整に関すること。 

２ 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

３ 市民の健康管理における保健福祉対策部救護班との連携に関

すること。 

４ 市民の健康相談活動における保健福祉対策部救護班との連

携に関すること。 

５ 支所管内の関係機関及び団体への要請その他連絡に関す

ること。 

６ 支所管内の被害状況の把握及び災害対策の実施状況その

他災害対策に必要な情報の収集、調査に関すること。 

７ 避難所の開設及び管理運営の協力に関すること。 

東
与
賀
支
所
対
策
部 

支 所 対 策 班 東 与 賀 支 所 

［共通］ 

１ 本庁各対策部との連絡調整に関すること。 

２ 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

３ 市民の健康管理における保健福祉対策部救護班との連携に関

すること。 

４ 市民の健康相談活動における保健福祉対策部救護班との連

携に関すること。 

５ 支所管内の関係機関及び団体への要請その他連絡に関す

ること。 

６ 支所管内の被害状況の把握及び災害対策の実施状況その

他災害対策に必要な情報の収集、調査に関すること。 

７ 避難所の開設及び管理運営の協力に関すること。 
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頁 修正前 修正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久
保
田
支
所
対
策
部 

支 所 対 策 班 久 保 田 支 所 

［共通］ 

１ 本庁各対策部との連絡調整に関すること。 

２ 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

３ 市民の健康管理における保健福祉対策部救護班との連携に関

すること。 

４ 市民の健康相談活動における保健福祉対策部救護班との連

携に関すること。 

５ 支所管内の関係機関及び団体への要請その他連絡に関す

ること。 

６ 支所管内の被害状況の把握及び災害対策の実施状況その

他災害対策に必要な情報の収集、調査に関すること。 

７ 避難所の開設及び管理運営の協力に関すること。 

 

 上記に定めのない各対策部の事務分掌については、「第２編 風水害対策及び第３編 地震・津波災害

対策」の事務分掌の定めるところによる。 

 

久
保
田
支
所
対
策
部 

支 所 対 策 班 久 保 田 支 所 

［共通］ 

１ 本庁各対策部との連絡調整に関すること。 

２ 支所管内の災害対策の総合調整に関すること。 

３ 市民の健康管理における保健福祉対策部救護班との連携に関

すること。 

４ 市民の健康相談活動における保健福祉対策部救護班との連

携に関すること。 

５ 支所管内の関係機関及び団体への要請その他連絡に関す

ること。 

６ 支所管内の被害状況の把握及び災害対策の実施状況その

他災害対策に必要な情報の収集、調査に関すること。 

７ 避難所の開設及び管理運営の協力に関すること。 

 

 上記に定めのない各対策部の事務分掌については、「第２編 風水害対策及び第３編 地震・津波災害

対策」の事務分掌の定めるところによる。 

 

 


